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AIの利活用と個人情報保護法
3年ごと見直しの検討の充実に向けたヒアリング

2024/12/3（資料３）



設立目的

ディープラーニング（DL）技術の活用による日本の産業競争力の向上

・2017年６月設立（理事長：松尾豊）
・DLをビジネスの核とするスタートアップ、研究者を中心とした産学連携団体としてスタート
・人材育成・活用促進・社会提言・理解促進・国際連携に取り組む

■活動成果物の例
■主催イベントの例
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要配慮個人情報の収集

Common Crawlが公開しているデータセットを加工したデータや、自らクローリングによりWebサイトから収集したデータを用
いてデータセットを作成し、当該データセットを用いて学習した学習済みモデルとデータセットを公開するようなケース。

想定するケース

要配慮個人情報の取得についての規律を、データベース等を構成するようなもののみに限定するか、少なくとも生成AIの
学習目的のような一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみ目的とするものを除外するべきである。

検討の方向性

• あらかじめ本人の同意を得ないで要配慮個人情報を取得することを原則として禁止（法20条2項）。

• 「OpenAI に対する注意喚起の概要」において、①収集する情報に要配慮個人情報が含まれないよう必要な取組を行う
こと、② 情報の収集後できる限り即時に、収集した情報に含まれ得る要配慮個人情報をできる限り減少させるための
措置を講ずること等が求められている。

現状

関連項目

• ２ 個別の個人の権利利益への直接的な影響が想定されない個人データの利用に対する規律の考え方 



要配慮個人情報の収集

• そもそも、Webサイト上に存在する要配慮個人情報の大半は、本人や報道機関等により掲載されたものであり、取得に
際して本人同意が不要なものである。例えば、Common Crawlが公開しているデータセットの中で、病名または犯罪名が
含まれるテキストデータ8,665件を目視により確認したところ、本人の同意なく取得することが許されない可能性のある
データはわずか3件であった。

• Weｂサイト上で取得可能な要配慮個人情報のうち、本人の同意なく取得できない可能性のある「要配慮個人情報」を類

型化すると、①親族等の病歴について記載されているもの、②誹謗中傷として社会的身分や人種等を用いているもの、
③少年犯罪に関して実名が記載されているもの、といったものに限られるように思われる。しかしながら、このような情
報だけを選別して削除することは極めて困難であり、「収集した情報に含まれ得る要配慮個人情報をできる限り減少」さ
せたとしても削除できる保証はない。なお、保守的な対応をして過剰にフィルタリングをしてしまった場合、病気や犯罪
等についての学習データが不足することになり、モデルの性能を大きく損なう可能性がある。

• クローリングにより取得するデータは、一般に使用されるPCやソフトウェアでは利用できない形式・規模等のものであり、
収集・公開により当該データが人の目につくことによる権利利益への影響はほとんどない。

• そもそも、Webサイト上のデータはCommon Crawlによって収集・公開されており、これをさらに公開することによる個人
の権利利益への影響はほとんどない。

個人の権利利益への影響



要配慮個人情報の収集

必要性

• 生成AIの開発においては、学習用データの規模が非常に重要であり、クローリング等によりWebサイト上に公開されて
いるデータを収集する必要性が高い。実際には、 Common Crawlにより収集・公開されたデータセットを加工して用いる
ことも広く行われている。

• 生成AIの開発に投入できる金額が限られている日本企業では、個社で海外のビッグテックに対抗することは難しく、技

術のオープン化が重要になりうる。基盤モデルを開発しオープンにする場合、基盤モデルだけでなく、データセットも併
せて公開することが有益である。

現状の課題

• クローリングの技術自体は検索エンジン等にも広く用いられてきたものである。Common Crawlは2007年からデータの
収集・公表を行っている＊。

• Common Crawlのデータを利用する場合、一括でダウンロードするデータについて「収集する情報に要配慮個人情報が
含まれないよう必要な取組を行うこと」は困難である。

• 海外のビッグテックが、海外において、自社内で日本語Webサイトのデータを収集する場合に、すべての企業が注意

喚起を遵守するかは不明であり、現状の規律の実効性に疑問がある。他方、日本企業がデータを収集・公表する場合
には、「できる限り」といった注意喚起の文言もあいまって萎縮効果を及ぼす。

＊ Common CrawlのWebページ（https://commoncrawl.org/ ）参照。



委託を受けたデータを用いた学習等

一例として、顔画像や医療データ等の個人データの入力・解析を行うAIを組み込んだSaaSを提供する企業において、当該
SaaSのユーザーである企業（個人データの委託元）が入力したデータをAIの学習に用いるようなケース。学習に用いる場合、
①ユーザー企業1社のデータを学習するパターン、②複数のユーザー企業のデータを合わせて（個人データの突合はせず
に）学習するパターン、③複数のユーザー企業のデータを、個人データを突合したうえで学習するパターンが考えられる。

想定するケース

AIの学習は、統計処理と同様、一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とするものであり、委託や利用目的の
通知等において統計処理と同様に扱うとともに、このような利用について第三者提供の規律を見直すべきである。

検討の方向性

関連項目

• ２ 個別の個人の権利利益への直接的な影響が想定されない個人データの利用に対する規律の考え方

• ３ 個人データの第三者提供を原則として禁止する仕組みの妥当性



委託を受けたデータを用いた学習等

• AIの学習は一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とする点でまさに統計処理と同視しうるものであり、個
人情報保護法の規律としても異なる扱いをすべきではない。

• 個人情報を解析するSaaSなどでは、学習や解析対象のデータとして、複数のサービスユーザーから受領した個人情報

を１つの学習用データセット（データベース）として学習・情報解析に供する必要性が高く、「委託」等の枠組みにおいて、
かかるデータの利用ができることを明確化する必要性が高い。

• 複数社から受領した個人データを突合したうえで利用することについても、PETsの活用等により一定の範囲で本人の同
意なく認める必要性は高い。

• 企業が持つ有用なデータが、AIの技術の発展により取得時に想定していなかった分野のAIの学習に用いることもありう
る。

必要性

• AIの学習は基本的に一般的・汎用的な分析結果の獲得と利用のみを目的とするものであり、個人の権利利益への影
響は低い（意図的な過学習といった一般的・汎用的な分析結果の獲得以外を目的とする不適正な利用は除く。）

• 個人の権利利益への影響において重要なのは利用目的の通知等ではなく、安全性確保のための取組みや学習以外
に用いられないことの担保である。

個人の権利利益への影響



生成AIの利用の局面における規律

• 生成AIを含む多くのSaaS等のサービスは、サービス提供にあたり複数の事業者が関与するものとなっているが、これら

のサービスの利用において、現状のクラウド例外や委託の規律だけでは対応が難しい。特に、一つのサービス内で複
数の生成AIを利用できるサービスを利用する場合、利用する企業はすべての生成AIについて利用規約等を確認して

サーバーの所在地や個人データの取扱いについて調査をする必要があるが、具体的なケースにおけるクラウド例外の
該当性や、委託先の監督等の義務、及び越境移転に際しての基準適合体制の確認・判断は難しく、かつ利用者側に過
大な負担となっている。

• 少なくとも、サービスの利用者において個人データを入力する場合の法的な枠組みとその要件を明確にしたうえで、利
用者において要件該当性の判断のための情報を容易に取得できるようにする必要がある。

• サービス利用者が提供元基準や容易照合性を理解していないことに起因して、認識なく個人データを入力しているケー
ス（サービス提供者が認識なく個人データを受領しているケース）も散見される。

必要性

生成AIの利用の局面において、いわゆるクラウド例外（またはそれに準じた例外）、委託及び越境移転についての適用範
囲や要件の明確化を行うべきである。また、サービス利用者のみに責任を負わせるべきではない。

検討の方向性

関連項目

• ３ 個人データの第三者提供を原則として禁止する仕組みの妥当性

• ４ 個人データの取扱い態様の多様化の下における、データの適正な取扱いに係る義務を負うべき者の在り方 



今後の個人情報保護法制の検討

• EHDSなど、欧州等でのデータの利活用が進んでいる現状を踏まえ、ドメインごとの特別法等による利活用の促進を見
据えた議論も必要である。

• AI等の新しい技術について、「問題が起きる前」に検討することで、個人の権利利益に配慮した技術の利用促進につな
がる。

• 新しい技術に対応するためには、透明性と対話を通じた各ステークホルダーの連携、自主規制やソフトローとの連続性
の確保等も必要である。
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